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中央町１３５７７７

記入見本

△□○
市区町村役場に提出

する日が、届書の受

理日になります。

届出の際は、必ず本人確認をします。

運転免許証やパスポートなど写真付きのものは１

点、健康保険証や年金手帳など写真がないものは

２点、本人確認できるものをご持参ください。

２

シーサイドヴィラA
３

シーサイドヴィラA



・✓で選んだほうの人が、まだ戸籍の筆頭者になっていない場合、新しい戸籍がつくられます。希望する本籍を書いてください。

・戸籍の表示は、土地登記簿の地番（番地）か、街区符号（番）です。本籍を住所地○番○号に合わせておきたい場合、○番ま

婚姻の届出と一

緒に住所を変更

する場合は、婚

姻届とは別に、

住所変更の届

出（住民異動

届）をしてくださ

い。届出がなけ

れば、住所は変

更されません。

夫になる人と妻

になる人の住民

登録をしている

ところが同一住

所で別世帯の場

合は、世帯合併

の届出（住民異

動届）をしてくだ

さい。

柏崎市外から柏

崎市に住所を移

す場合、旧住所

がある市区町村

からの転出証明

書が必要です。

妻 090-2323-4545
必ず朝8時頃から夕方6時頃

までに連絡がつく電話番号を

記入してください。
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婚姻当事者ではない（記入見本の場合、風吹剛志と波野凪紗が当事者です。）成人の証人が２名必要です。

令和６（２０２３）年３月１日から、法務省の戸籍情報連携システムにより戸籍の内容を確認するた

め、戸籍届書提出時の戸籍謄本（戸籍全部事項証明）の添付が不要となりました。法務省の戸籍

情報連携システムがメンテナンス等により使用できない日（例：土曜日の窓口延長時間）に、柏崎

市が本籍地でない方が戸籍届書をご提出された場合は、戸籍届書はお預かりのみとなります。

【戸籍届書がお預かりとなった場合】

・ 後日の内容確認後、不備がなければ提出日にさかのぼって受理することになります。

・ 戸籍届書のご提出に伴う変更（例：住所変更、氏の変更）後の住民票の発行やマイナンバー

カードの券面変更、他課での手続きについては、後日改めてご来庁いただくことになります。

夫の養母 風吹冬子 養子

婚姻当事者が養子（養女）の場合、養父母

の氏名と続き柄を記入します。

長期間保存しますので、

消せるボールペンは使用

しないでください。

6-101

令和

押 印 は 任 意 で す


